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玉名市中１８３６－６ 日 

 
 
熊本県告示第６８３号 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保
安林の指定をする。 

令和５年（２０２３年）９月１２日 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

１ 保安林の所在場所 熊本県天草市栖本町古江字濵ノ須８８３番３、字沖ノ瀬９２５番
３ 

２ 指定の目的 潮害の防備 
３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林局森林保全課及び

熊本県天草広域本部並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
 

 
熊本県告示第６８４号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 

その関係図面は、令和５年（２０２３年）９月１２日から６０日間、熊本県土木部道路
都市局道路保全課において一般の縦覧に供する。 

令和５年（２０２３年）９月１２日 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路線名 区域を変更する区間 
前

後

幅 員 

(メートル) 

延 長 

(メートル) 
備 考

一般県道 松橋停車

場線 

宇城市松橋町曲野字塘ノ内 

     ２７番２地先から

 

宇城市松橋町大野字前田  

     １番１０地先まで

 

前

1.7 

 ～

2.0 

 

31.0 

広域河

川改修

 

 

後

1.7 

 ～

2.0 

 

31.0 

1.7 

 ～ 

2.0 

 

54.0 

２ 区域を変更する期日 令和５年（２０２３年）９月１２日 
 

 
熊本県告示第６８５号 

昭和４３年１月９日熊本県告示第６号（と畜場法施行細則様式第１に掲げると畜場番号）
の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。 

令和５年（２０２３年）９月１２日 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

表中１１の項を次のように改める。 

１１ 全国開拓農業協同組合連合会人吉

食肉センター 

一般 球磨郡錦町大字木上西２１８０

番地１ 
表１５の項中「〃」を「一般」に改める。 

 
 
 
 
 
熊本県公告第５７７号 
 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１項の
規定により次のとおり農用地利用集積等促進計画を認可したので、同条第７項の規定によ
り公告する。 

令和５年（２０２３年）９月１２日 

 公  告 
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熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 農用地利用集積等促進計画の概要 

賃借権の設定等を受ける者 
賃借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

田浦 孝利 球磨郡錦町一武 球磨郡錦町大字一武字加幸５９９番１ほか

２筆 

淺生 今治 球磨郡錦町一武 球磨郡錦町大字一武字永井田６５４番１ 

農事組合法人え

ら 

合志市合生 合志市合生字前田１６９７番 

有限会社西本フ

ァーム 

菊池郡大津町新 菊池郡大津町大字新字村下１４４番ほか１

筆 

谷本 保馬 菊池郡大津町引水 菊池郡大津町大字陣内字弓立８０４番１ほ

か１筆 

井野 優 阿蘇市小野田 阿蘇市乙姫字中谷上１５４０番２ 

原田 豊房 上益城郡山都町高月 上益城郡山都町高月字西尾迫２２２番 

農事組合法人高

月 

上益城郡山都町高月 上益城郡山都町高月字東尾迫７１番ほか１

３筆 
２ 認可年月日 
  令和５年（２０２３年）８月３１日 

 
 
熊本県公告第５７８号 
 測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第２項の
規定により熊本市長から次のとおり公共測量の実施を終わった旨の通知があったので、同
法第３９条において準用する同法第１４条第３項の規定により公告する。 

令和５年（２０２３年）９月１２日 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

作 業 種 類 作 業 期 間 作 業 地 域 

公共測量（写真測量） 令和３年（２０２１年） 

８月３０日から 

令和５年（２０２３年） 

７月３１日まで 

熊本市 

 
 
熊本県公告第５７９号 
 肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定
に基づき、次の肥料の登録有効期間を更新したので、同法律第１６条第１項の規定に基づ
き公告する。 

令和５年（２０２３年）９月１２日  
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

登録番号 
肥料の

種 類

肥料の 

名 称 

保証成分量

（％） 

その他の 

規  格 

生産業者の氏名 

又は名称及び住 

所 

有効期限

熊本県肥 

第１４４ 

５号 

 

魚かす

粉末 

魚粉 窒素全量： 

７．０ 

りん酸全量 

：７．０ 

該当なし 有限会社陽商店 

熊本県上益城郡

山都町長崎７７

１番地 

令和１１年

（２０２９

年）９月１

日 
 

 
熊本県公告第５８０号 
 肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１４条の規定により
次の肥料の登録が失効したので、同法第１６条第１項の規定により公告する。 

令和５年（２０２３年）９月１２日 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

登録番号 
肥料の

種 類

肥料の 

名 称 

保証成分量

（％） 

その他の 

規  格 

生産業者の氏名 

又は名称及び住 

所 

失効した

年月日 

熊本県肥 液状肥 アミノ 窒素全量： 使用される原 熊本県果実農業 令和５年
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第１３８ 

６号 

料 ジュー

シーＮ

－１４ 

１４．０ 

水溶性りん

酸：２．９ 

水溶性加里 

：２．０ 

水溶性苦 

土：２．９ 

水溶性ほう

素：０．０ 

５ 

料、含有を許 

される有害成

分の最大量及

びその他の制

限事項は、公 

定規格のとお

り 

協同組合連合会 

熊本県熊本市東 

区小山町１８４ 

６番地 

（２０２

３年）８

月２１日

 
 
熊本県公告第５８１号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 

令和５年（２０２３年）９月１２日 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

１ 築造者の住所 鹿児島県鹿児島市紫原一丁目５１番１１号 
２ 築造者の氏名 有限会社南日本殖産 
３ 道路の位置 山鹿市中字皆本４７７番３、４９８番９、５００番３、５００番４及び

里道の一部 
４ 道路の幅員 ５．００メートルから６．００メートルまで 
５ 道路の延長 ６３．４２メートル 
６ 指定年月日 令和５年（２０２３年）８月２９日 
７ 指定番号 熊本県指令北景建第１５６号 

 
 
熊本県公告第５８２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 

令和５年（２０２３年）９月１２日 
熊本県知事  蒲 島 郁 夫 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
上益城郡嘉島町大字下仲間字下居屋敷１３４５番４ 
４９１．１８平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
上益城郡嘉島町大字下仲間１３２２番地 
齋藤 愛良 
齋藤 梨沙 

 
 
熊本県公告第５８３号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 

令和５年（２０２３年）９月１２日 
熊本県知事  蒲 島 郁 夫 

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
合志市野々島字芝原５３９０番８ 
４９０．００平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
菊池市北宮２５５番地北宮団地１棟４７８号 
上野 知幸 

 
 
熊本県公告第５８４号 
 次に掲げる土地改良事業に伴う工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１
９５号）第１１３条の３第３項の規定に基づきこの旨を公告する。 

令和５年（２０２３年）９月１２日 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業名 地区名 工事着手年月日 工事完了年月日 事業主体

土地改良施

設の災害復

旧 

南小国西部地

区 

 

令和３年（２０２１ 

年）１０月１５日 

令和５年（２０２３

年）３月２４日 

熊本県 
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八代地域保健医療推進協議会公告第１号 
 令和５年度（２０２３年度）第１回八代地域保健医療推進協議会の会議を、次のとおり
開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおりとする。 
  令和５年（２０２３年）９月１２日 

八代地域保健医療推進協議会 
１ 開催日時 
  令和５年（２０２３年）９月１９日（火）午後３時から午後５時まで 
２ 開催場所 
  八代市西片町１６６０番地 
  熊本県県南広域本部 ５階大会議室 （熊本県八代総合庁舎５階） 
３ 議題 
 （１）第７次八代地域保健医療計画の総合評価について 
 （２）第８次熊本県保健医療計画の策定方針について 
 （３）第８次熊本県保健医療計画（八代圏域編）の作成について 
 （４）その他 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において受付の上、 
   事務局の指示に従い、会場に入ることができる。                
 （２）傍聴手続は、先着順に行い、定員になり次第終了する。 
６ 問合せ先 
  八代市西片町１６６０番地 
  八代地域保健医療推進協議会事務局（熊本県八代保健所総務企画課内） 
  （電話０９６５－３３－３１９７） 

 登載依頼 




